
横浜市の財政について

＜その現状と対策＞

清水恵蔵

①　横浜市の財政収支の推移

　横浜市の財政は，大正12年の関東大震災，今次の世界大戦とあいつぐ災害に見舞われ，

その復興に追われて，常に赤字財政を余儀なくされて今日にいたった。

　最近においては，昭和29年の実質赤字12億余を頂点として，その後は警察費の県移管と

経済界の好況に恵まれ，徐々に回復し，昭和35年度は実質収支において黒字７億余に達し

たが，その後再び悪化の傾向をたどり，昭和39年度には相当の赤字が見込まれ、40年度予

算の編成はきわめて困難な事情にたちいたるものと思われる。

②　横浜市の財政と市民生活

　このような財政状態のもとにおける市の行政，とくに公共投資は，市民にとって，けっ

して満足なものではなかった。

　都市づくりの基本的事業である都市計画も，道路下水の建設も、教育清掃施設の整備も

市民生活白書や本誌において，しばしば指摘されているように，市民の要望する水準には

ほど遠いものである。

第１表　横浜市財政の現状＜昭和30・34～38年度普通会計決算状況及び39度年当初予算―総括一＞
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第２表　施設の現況

①　道路現況　　〈38年度末〉 ②下水処理現況 ＜37年度末＞

③　じんかい・し尿終末処理状況　　＜38年度未＞

第３表　歳出内訳

④　２部授業の現況
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　だがそれは，当局の怠慢や，熱意の不足，あるいは無知からそうなったのではなく，む

しろだれよりも，その事情を熟知しながら赤字財政の宿命として，弾力性のない義務的諸

経費の圧迫に耐えかねて，心ならずも投資的経費の圧縮，計上予算の未執行，繰越，打切

りなどの悪循環を繰返して今日の結果を招いたものである。いうなればエンゲル係数の悪

い「食いつなぎ家族」のようなものであったのである。

　このことは第３表にみるごとく，赤字財政下において圧縮をうけた投資的経費が，市財

政の黒字転換とともに回復を示していることによって明らかである。

　すなわち，赤字の頂点であった昭和30年においては，消費的経費，公債費，他会計繰出

金の計67億，個人の世帯でいえば食費のごときものが全体の68.8％で，投資的経費は，22

億、23.3％,うち単独事業費は６億で6.5％であった。それが昭和38年においては，消費

的経費などの会計が，179億，構成比で52.3％,指数で20と大幅に後退している。これに

対し投資的経費は，金額で142億，構成比41.7％,指数で実に629，とくに単独事業費は

69億，20.2％，指数は，実に1,092.5と大幅な伸びを示しているのである。

　しかしながら，好転したこの昭和38年度の投資的経費142億が，はたして今日市民の要

望に応えるに足るものであろうか。

　第４表＜主要事業の内容＞を参照されたい。すなわち，昭和40年度以降の計画数字と，

39年度以前の実績数字との間に格段の相違が認められる。

　計画数字は，それぞれ必要最少限度の事業計画に基づき，政府の５ヶ年計画に提出した

ものであって，けっして過大なものではない。それにもかかわらず，実績は大幅な伸びを

示したものでありながら，なお，これを下回っているのであって，市民の要望に応えるに

足るものであるとはいいがたい。したがって今日都市施設に，数々の欠陥が指摘されるの

もやむをえないものと考えられる。

‘さて，今後の問題として，かりに不満足なものであって乱本表40年度以降の計画が果

して実施可能であるかどうかは，きわめて重要な問題である。

　それは，一にかかって本市の今後の財政事情のいかんによるのである。すなわち，財政

収入が義務的諸経費＜消費的経費，公債費，繰出金＞をみたし，さらに本表合計欄の下欄

に示す各年度の一般財源の金額をみたす余力があるかどうかにかかっているのである。

　第５表は，年度別一般財源の伸びと，義務的諸経費の伸びとを比較し，さらに，投資的

経費に充当可能な一般財源の傾向をみたものである。

　まず，一般財源の収入であるが，37年度から39年度までは順当な伸びを示しているが，

40年度にいたって税収の伸びが鈍化ずるとともに，その他収入が急激に減少している。こ

れは財政の赤字転落による繰越金，根岸湾埋立事業終了による繰入金，関連事業収入の減
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である。これに反し，

消費的経費は，人件費

を中核として年々その

伸張率は変化しない。

したがって，差引投資

的経費に充当すべき一

般財源は，39年の75億

余を頂点として下降に

転じている。このこと

は、本市主要事業の40

第５表　年度別投資的経費充当財源

年度以降の計画がいかに実施困難であるかということで，市民生活にとってまことに重大

な問題である。そこで，本市財政収入の主なるものについて検討してみることにする。

③　本市の財政収支

　＜１＞　市　税

　　市税は市の基本的収入で，市政の発展に即応し，その財政需要をみたすに足る弾力性

　をもっていなければならない。

　　横浜市は産業の開発，首都圏内における立地条件その他によって，最近急激な発展を

　示し，市内における製造品出荷額も第７表のごとく大幅な伸びを示している。しかし，

　反面，人口の増加，交通量の激増，生活水準の向上によって，生活環境の悪化，都市的

　各施設の著しいたちおくれなどによって，ぼう大な公共投資の必要に迫られている。

　　このような事情のもとにおいて，本市の市税収入がどのようになっているかをみる

　と，第６表及び第７表が示すごとく，全才入中に占める割合は，昭和30年52.9％、34年

　52.8％，35年50.1％，36年50.3％，37年47,2％，38年41.8％と年々低下の傾向をたどっ

　ている。さらに，昭和30年を基準としてその指数をみると，昭和38年度は、326.2であ

　って製造品出荷額指数536.2に比していちじるしく下回っていることが判る。反面県税

　は，指数612.4であって，製造品出荷額指数を著しく上回っている。

　　このことは，市内の納税者は市勢の発展にともなって担税力の上昇を充分反映して納

　税しているにもかかわらず，当該自治体の財政需要には，必ずしも反映していないこと

　を物語っているものである。すなわち，市の財政需要は都市改造，生活環境の整備にぼ

　う大な公共投資をかかえているのに，安定税である固定資産課税と弾力性のある所得課

　税とが半々であるに反し，県は，市内の警察費，義務教育職員費等の消費的経費の財源

　として，弾力性に富む法人所得が大半を占める事業税を主体としているのである。

　　したがって，公共投資のたちおくれをとりもどし，生活環境を整備し，市民生活を豊

　かにするためには，大都市の税体系についても、県税体系と同様企業課税を中心として

　都市的税目を拡充強化して，市勢の発展に即応する公共投資の財源確保と，市民の納税

　した県の財源が市内に還元されるよう県市の間における公共投資計画の協調が促進され

　なければならぬであろう。
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第６表　歳入内訳

第７表　市内における製造品出荷額と国・県・市税等の推移
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＜２＞　国庫負担金

　国庫負担金は，国と市の利害に関係ある事業で，国が認証した市の事業に対して定め

られた一定率により交付されるものである。国庫負担金といっても，その財源は，市民

の納付した国税である。問題は，その納付した国税が法律の定めるところにしたがって

適正に住民のための事業に還元されているか否かであろう。次表をみていただきたい。

　公営住宅建設費のなかで２種簡耐平家の建設費は，1戸63万３千円を必要とするが，

そのうち政府が認証するのは、44万４千円でその３分の２を政府が負担するのである。

したがって正当には，政府が42万２千円，市が21万１千円負担すべきものを政府は,

29万６千円，市が33万７千円負担し，市が14万６千円の超過負担をしているのである。

第８表の１　超過負担の実例

第８表の２　普通建設事業補助単価調

　①　公営住宅建設費

②　汚物処理場建設費

③　保育所建設費

④　学校建設費

　同様に，汚物処理揚に

ついても，国が４分の１

を負担するたてまえであ

るにかかわらず、8分の

１しか負担していないの

である。

　このように，事業に要

する経費の一部分しか認

証しないとか，工事単価

を不当に低く見積るとか

して，必要経費につき国

はその負担をまぬがれ，

市に不当な超過負担を強

いている結果になってい

る。このため，市民の納

付した国税が，国庫負担

金，補助金という形にお

いては，正当に市民のた

めの事業に還元されず，

他に流れ，その穴埋とし

て，自主財源である市税

の使途について圧縮をう

け，市の自主性，自治行

政を阻害しているのであ

る。
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＜３＞　市　債

　市債は，市の本来的収入ではない。将来の収入＜主として税＞から元金や利子を支払

わなければならない一時的収入である。しかし，一時に大量の資金を必要とする場合，

長期にわたる市民の便益となるような事業で，その負担を将来の市民にも分担してもら

うためには適切な収入といえる。とくに今日のように貨幣価値が下落している時代にお

いては，きわめて適切な財源といえる。

　市債は前にのべたように，将来元利の償還がともなうものであるから無計画に起して

はならないが，起債を財源とする事業が自らこれを償還できるとか，将来市税で充分償

還できる場合においては，その限度において市債を発行することは，事業を促進するこ

ともでき，また，世代間の負担の公平も期することができる点できわめて適切である。

　前者の事業としては，埋立事業，有料道路等があり，後者としては，清掃施設，学校

建設，下水施設等の公共事業のための起債かおる。

　本市の起債状況は，公債費が第３表のように全才出中に占める構成比が年々低下し，

また，第６表のように起債収入の構成比＜正確には市税比＞も年々低下している状況下

においては，起債余力も充分あり，適債事業も山積しているので，金融事情の許す限

り，市債を起して事業の促進を図る必要がある。

＜４＞　使用料，手数料

　使用料も手数料乱公の施設，または役務の提出に対するものであり，その徴収限度

は経費を上回ることを許されない。したがって，使用料も手数料も増収を図って，不足

する他の経費に充当することをえないものである。また，利用者にとっては税外負担で

あるから，低額にこしたことはないが，そのために市税をもって担保されるサービス行

政が低下するようなことは，納税者に対しさけなければならないであろう。たとえば，

港湾使用料について検討してみよう。

　港湾は，一横浜市のものでなく，国家的施設である。その盛衰は，一横浜市の盛衰の

みでなく，国の経済に重大な影響を及ぼすものである。したがって，これが建設，経営

に要する経費は国費および利用者がその大半を負担すべきものであって，横浜市民が納

付した税をもって無制限に負担すべきものではないであろう。市民の納付した貴重な市

税は，一定限度にとどめるべきで，そのために港湾施設の新設改良，港湾サービスの提

供に欠けるおそれがある場合は，国費または，使用料の増収をもって充当すべきではな

いだろうか。

　港湾使用料のみならず，市場その他の使用料についても、今後検討を要するものが多

々あると考えられる。

＜５＞　その他収入

　その他収入は，第６表のごとく，昭和30年比昭和38年度指数は，市税の指数326.2を
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　上回る369.7を示し，大巾に伸びている。

　　諸収入を構成するものは，主として使用料，手数料，その他の雑収入であるが，中で

　も雑収入中に占める埋立事業からの繰入金，本牧ふ頭関連産業用地造成費収入は，きわ

　めて大きな意義をもっている。

　　この収入は，昭和37年13億６千５百万円，昭和38年18億９千５百万円，昭和39年12億

　１千４百万円であって，本市の最近における投資的経費の支払としてきわめて大きな役

　割を果してきたのである。

　　工業化政策の是非は別として，過去における市政が，現行制度下における財源不足を

　カバーするため，自主財源強化の一手段として工業化のための埋立事業により，自主財

　源の拡充に努力したことは認めなければならないであろう。

　　しかし，この収入も底をつく明年度以降，これに代るべきいかなる収入をえられるか

　はきわめて大きな問題である。もしその収入がえられない場合は，それだけ投資的経費

　を圧縮しなければならぬであろうが，その場合，前の第４表の主要事業の５ヶ年計画の

　運命にきわめて重大な影響を与えることは既述のとおりである。したがって，今後の市

　政にとって企業の経営は重要な意味をもっものであろう。

④　財政改革の方向

　市民生活を豊かにする市政を実現するためには，市民の財政負担力を市財政の上に充分

反映する制度が確立されなければならない。

　＜１＞　市税制度の改革

　　最近における大都市財政需要の急増が，経済成長による企業活動の活発化，人口の都

　市集中にともなう各種都市的施設の新設改良，さらに，マヒ寸前の都市的機能回復のだ

　めの都市改造事業等に起因している事実に鑑み，これが恒久的財源措置としては，国県

　市等の行政活動の実態を分析検討し，それにふさわしい税制制度を確立する必要があろ

　う。その概略の方向をのべるならば，次のごときものであろう。

　＜ア＞　都市的税目の拡充

　　①　現行の企業課税を再配分し，法人市町村民税の税率を引上げること。

　　②　その他都市的税目の拡充措置を講ずること。

　＜イ＞　道路目的財源の充実

　　　自動車交通の激増，人口の集中が道路交通の混雑激化を招き，これがため大都市の

　　道路関係費の激増とその財源難を招いている現状であるから，

　　①　自動車税を道路目的税的観点から税率を引上げ，大都市税とすることともに，自

　　　動車取得税を創設すること。

　　②　自動車が使用するプロパンガスについて府県税を設け，大都市分は当該市に譲与

　　　すること。
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　③　揮発油課税の再配分を図り，地方道路税の税率を引上げ，軽油引取税とともに，

　道路の実状に応じた配分をすること。

＜２＞　起債財源の確保

　大都市の機能を維持し，さらに，住民の生活環境を整備するための，公共投資に要す

る大都市の巨額の財政需要を充足するためには，都市的税制の確立をもって足るもので

はない。一時に巨額な財政資金を調達し，さらに世代間の負担の公共を図るためには，

起債財源の確保にまたなければならない。大都市は戦後，起債の発行が制限されていた

ので戦前に比して起債が比較的少いため，発行限度にも余力があり，償還能力も充分余

力があるので，次のように起債財源の確保を図る必要がある。

＜ア＞　公営企業及び準公営企業債については，公営企業法適用範囲の拡大の趣旨に沿

　って，許可制を廃止すること。

＜イ＞　一般会計債については，

　①　道路，都市計画事業債を認めること。

　②　補助事業債の地方負担分に対する充当率を大巾に引上げること。

　③　その他一般単独債は，その範囲を広げ，かつ，額を引上げること。

＜３＞　使用料

　使用料については，その公益性，応益性等を検討し，税等一般財源の充当を極力避け

て負担の均衡を図りつつ，サービス行政の向上が期せられるよう使用料の改正を行なう

べきであろう。

＜４＞　事業収入の開拓

　資金措置さえできればその償還は，事業収入によって支弁できるような事業は，この

際積極的に実施し，公共投資のおくれをカバーするとともに，一般財源の負担の軽減を

図り，公共の福祉を増進するよう新たなる観点から市の事業を見直す努力が必要であろ

う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜財政局長＞
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